
 

   湖周行政事務組合廃棄物処理施設の設置管理等に関する条例の施行期日を定め

る規則 

平成２８年１１月２１日 

規則第４号 

 

 湖周行政事務組合廃棄物処理施設の設置管理等に関する条例（平成２８年湖周行政事

務組合条例第１号）の施行期日は、平成２８年１２月１日とする。 

 

 


